
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロシアによるウクライナへの侵攻に対する 

抗議に関する決議について 
 

 日高市議会は、令和４年３月10日、別紙のとおり、「ロシアによるウクライナへの

侵攻は、国際秩序の根幹を揺るがす行為であるとともに、ウクライナの主権と領土の

一体性を侵害する明白な国際法・国連憲章違反であり、断じて容認することはできな

いものである。よって、これに強く抗議するとともに、軍の即時撤退、国際法の遵守

を強く求める。」との決議を全会一致で可決しました。 
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